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第１章 計画の基本的事項 

１-１ 計画の目的 

 本市は、 都心から 交通至便な位置にあるこ と 、 また比較的平坦な地形で暮ら し やすい環境

にあるこ と などから 、 住宅都市と し て発展、 成長し てき まし た。  

 し かし 、 こ れまでの人口増加や近年の世帯数の増加などに伴う 宅地面積の拡大を背景に、

農地や草地、 樹林地など、 本市の魅力と し て、 また市民の暮ら し を支える資源と し て残さ れ

てき たまちなかの緑地が減少し ているこ と は否めません。  

 そう し たなか、 多摩川、 野川などにみら れる緑地は、 単に、 本市に残さ れた貴重な自然環

境と し てだけでなく 、 その青空まで広がる広大な空間が、 市民が日常的に、 憩い、 安ら ぎ、

心身をリ フ レッ シュ でき る場と し て、 また、 イ ベント の開催地と し て市内外の大勢の人たち

により 賑わいと 活気が生み出さ れる場と なっ ています。  

 その一方で、 本市のまちづく り の総合的な指針である「 狛江市総合基本計画」 や「 狛江市

都市計画マスタ ープラ ン･立地適正化計画」 においては、「 水と 緑の快適空間づく り 」 をはじ

め、 自然環境と 調和し た人々の交流が生まれる拠点の形成などが示さ れています。 また、「 狛

江市多摩川利活用基本計画」 では、 豊かな自然に親し むこ と のでき る快適な生活環境を身近

に確保し つつ、 市民などと の協働により 、 多摩川河川敷を活用し たまちづく り を推進するこ

と と し 、「 環境資源を活かし た交流拠点の創出」「 市民が誇り を持つ景観の確保」「 豊かで親し

みの持てる自然空間の保全」 を基本方針と し て掲げています。  

 こ の「 狛江市かわまちづく り 計画」 は、 多摩川を中心と し た「 かわ」 と 「 まち」 が有する

様々な資源や魅力を活かし 、 市外から 集う 新たな人の流れと 賑わいを創出し ながら も 、 市民

と 来訪者の双方に親し まれる「 かわまちづく り 」 の実現を目指すも のであり 、 国、 市、 市民

などの参加と 協働による取組みを示すも のです。  

 

 

１-２ かわまちづくりとは 

 「 かわまちづく り 」 と は、 地域活性化のために、 景観、 歴史、 文化及び観光基盤など、 地

域が有する「 資源」 や地域の創意に富んだ「 知恵」 を 活かし 、 市町村、 民間事業者及び地元

住民と 河川管理者の連携の下、「 河川空間と まち空間が融合し た良好な空間形成を目指す取組

み」 です。  

 国では、 平成 21( 2009) 年度に「 かわまちづく り 」 支援制度を創設し 、 全国の「 かわまちづ

く り 」 の取組みを支援し ています。  

 こ の「 かわまちづく り 」 支援制度に「 かわまちづく り 計画」 を 申請し 、 登録を受けるこ と

で、 治水及び河川利用上の安全･安心に係る水辺整備( 護岸や遊歩道の整備など) や、 河川敷地

占用の規制緩和による賑わいづく り ( 水辺のオープンカ フ ェ など) などの支援を河川管理者よ

り 得ら れ、「 かわまちづく り 」 を実現し やすく なり ます。  
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１-３ 計画の位置づけと構成 

(1)計画の位置づけ 

 「 狛江市かわまちづく り 計画」（ 以下「 本計画」 と いう 。） は、「 狛江市総合基本計画」「 狛

江市都市計画マスタ ープラ ン・ 立地適正化計画」 を上位計画と し 、「 狛江市多摩川利活用基本

計画」 を継承する計画と し て、「 かわ」 と それにつながる「 まち」 を活性化するための、 基本

理念、 基本方針及びハード ・ ソ フ ト 施策を示すも のです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

 

 各計画の内容を見てみると 、 国は、「 多摩川水系河川整備計画」 において、 多摩川の狛江市

区間を、 人工的利用と 自然的利用が相半ばし ているゾーンであり 、 散策路、 休憩施設などを

配慮する「 整備･自然ゾーン」 と し て位置づけています。  

 本市では、「 狛江市都市計画マスタ ープラ ン･立地適正化計画」 において、 将来都市像「 未

来へつなげる 住み続けたいまち ～住み心地のよさ を実感できるまち 狛江～」 を実現する目

標の一つに、「 自然環境と 都市景観を保全する水と 緑の空間がつながるまち」 を掲げ、 また、

多摩川に至近の和泉多摩川駅周辺を、「 多摩川の自然環境と 調和し た人々の交流が生まれる拠

点( 地域交流拠点) 」 と し て、 多摩川を水の拠点、 和泉多摩川緑地周辺を緑の拠点に位置づけ

ています。 和泉多摩川緑地周辺は公園マネジメ ント 推進エリ アと も 位置づけ、 取組内容と し

て都立公園誘致に向けた都市計画上の課題解決の検討、「 狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致

構想」 に基づく スポーツ・ レク リ エーショ ン空間や広域防災機能の確保を掲げています。  

 また、「 狛江市多摩川利活用基本計画」 では、 利活用の基本方針に、「 環境資源を活かし た

交流拠点の創出」「 市民が誇り を持つ景観の確保」「 豊かで親し みの持てる自然空間の保全」

の３ つを掲げ、 それぞれに対し て具体的な取組みを示し ています。  

 こ のよう に、 上位計画などでは、 多摩川を、 市民などが豊かな「 自然環境」 をはじ め、「 景

観」「 交流」「 誇り 」「 親し み」 などを享受できる空間と し て位置づけ、 既存資源の保全を図り

ながら 、 新たな機能の創出を目指し ていく 場所と し て位置づけています。  

狛江市かわまちづくり計画 
継承 

踏まえる 
踏まえる 

国（国土交通省） 
 
⚫  多摩川水系河川整備基本方針 

⚫  多摩川水系河川整備計画 

連携・調和 
 

狛江市【関連計画】 
 
⚫  狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想 

⚫  狛江市環境基本計画 

⚫  狛江市生物多様性地域戦略 

⚫  狛江市緑の基本計画 

狛江市 
 
⚫  狛江市多摩川利活用基本計画 

狛江市【上位計画】 
 
⚫  狛江市総合基本計画 

⚫  狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 
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(2)計画の構成 

かわまちづくり計画の構成 

章 内容 

第１章 

計画の基本的事項 
本計画の目的、位置づけ、目標年次、対象地域などを示しています。 

第２章 

狛江市及び対象地域の現況 

本市や多摩川の概要、計画対象地域の資源や利活用状況などを整理し

ています。また、かわまちづくりなどに対する市民の意向を整理してい

ます。 

第３章 

かわまちづくりの方向性 

かわまちづくりに向けた留意点や多摩川に期待する役割を整理してい

ます。 

第４章 

かわまちづくりの 

基本理念と基本方針 

かわまちづくりの基本理念、基本方針などを整理しています。 

第５章 

かわまちづくりの展開 

かわまちづくりの基本理念と基本方針の達成に向けて取り組んでいく

ためのゾーンと具体的な取組みについて整理しています。 

第６章 

かわまちづくりの推進 

かわまちづくりに関する具体的な取組みを進めていくための体制や仕

組みを示すとともに、取組みの評価の視点などを整理しています。 

資料 
かわまちづくり計画策定の検討を行った「狛江市かわまちづくり計画策

定協議会」の概要などを整理しています。 
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１-４ 計画の目標年次 

 本計画は、中長期的な視点に立っ て進めるこ と が必要であるため、計画期間を 10 年間と し 、

目標年次を令和 15( 2033) 年度と し ます。  
 

かわまちづくり計画の目標年次 

役割 

登録 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

令和 6 年度 
(2024) 

令和 7 年度 
(2025) 

令和 8 年度 
(2026) 

令和 9 年度 
(2027) 

令和 10 年度 
(2028) 

令和11 年度 
(2029) 

令和12 年度 
(2030) 

令和 13 年度 
(2031) 

令和14 年度 
(2032) 

令和 15 年度 
(2033) 

国 

 

 

 

 

 
         

市、市民など 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハード施策(設計･整備) 

ソフト施策(企画･実施) 

計
画
登
録 ハード施策(設計･整備) 

国と市で
整備に関
する協議 
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１-５ 計画の対象地域 

 本計画の対象地域は、 一級河川多摩川の狛江市区間( 左岸) と し た、 下図に示す範囲と し ま

す。  

 当初、本市では本計画の対象地域を「 多摩水道橋から 多摩川自由ひろば付近まで」 の約 800

ｍと 想定し まし たが、 地域資源である五本松や狛江水辺の楽校が含まれていないこ と 、 多摩

川を訪れる人の動線が多岐にわたるこ と から 、 市域全域の約 2. 5 ㎞に変更し まし た。  
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